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前回の主な意見などについて 

（○：協議会委員の意見等、⇒：意見への回答等、◎：確認事項） 

＜沿道まちづくりのルールについて（協議会ニュース第３号について）＞ 

 ◎協議会ニュース第３号により、まちづくりのルール（案）についてのはがきアンケー

トを実施する。その際、差し支えなければ住所と名前も記入してもらうようにする。 

 ◎協議会ニュースには、中折りで、見学会や４～７月の豊島区・東京都の取り組み状況

について知らせる。 

 

＜協議会ホームページの開設について＞ 

◯ ホームページ開設において諸問題が出てくるため、広報委員会を設置しても良いの

ではないか。議論の余地があるため、運営委員会で検討をしていきたい。 ⇒運営

委員会でホームページを運営する場合は、意見や質問への応答期間や運営委員会の

開催頻度、実施方法について検討する必要がある。（コンサル） 

◯ 迷惑メールや意見・質問についての対処方法を検討するべきである。 

◯ 掲示板については、誹謗中傷が書き込まれ恐れがあるため、設置しない予定である。

寄せられた意見を運営委員会で集約して、発信することを想定している。 

◯ 行政に関する意見等は、行政に転送することを想定している。 
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